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本剤は、弱毒鶏伝染性喉頭気管炎ウイルスを鶏胚肝培養細胞で増殖させて
得たウイルス液に安定剤を加え、凍結乾燥したのち、減圧下で封じたもの
である。
乾燥ワクチンは、淡黄褐色の乾燥物で、添付の溶解用液を加えて溶解した
とき、赤橙褐色半透明の均質な液体となる。
溶解用液は、りん酸緩衝食塩液に色素を加えたものである。赤橙色の透明
な液体で、pHは7.0 ～ 7.4である。

【効能又は効果】
鶏伝染性喉頭気管炎の予防

【用法及び用量】
乾燥ワクチンを添付の溶解用液に溶解後、アダプターをセットし、3週齢以
上の鶏に1滴（0.03mL）点眼又は点鼻投与する。

【使用上の注意】
（基本的事項）

1．守らなければならないこと
（一般的注意）
・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使
用すること。

・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
・本剤はシードロットシステムにより製造され、国家検定を受ける
必要のないワクチンであるため、容器又は被包に「国家検定合格」
と表示されていない。

（使用者に対する注意）
・事故防止のため、作業時には防護メガネ、マスク、手袋等を着用
すること。

（取扱い及び廃棄のための注意）
・外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
・小児の手の届かないところに保管すること。
・直射日光、加温又は凍結は品質に影響を与えるので、避けること。
・使い残りのワクチン及び使用済みの容器は、消毒又は滅菌後に地
方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃棄物として処分
すること。

2．使用に際して気を付けること
（使用者に対する注意）
・誤って眼、鼻、口に入った場合、本剤の成分によりアレルギー等
の症状を呈することがあるので、直ちに以下の処置をとること。
⑴誤って本剤が作業者の眼、鼻、口に入った場合は、直ちに水道
水等で洗い流すこと。

⑵眼、鼻、口に熱感、腫脹又は疼痛がみられる場合には、医師の
診察を受けること。この場合、鶏用ワクチンを誤って眼、鼻、
口に入れたこと、本添付文書に記載されているワクチンの成分
を医師に告げるとともに本添付文書を医師に示すこと。

【成分及び分量】

貯法 2～ 5℃ 22動薬第1044号承認指令書番号
1998年８月販売開始

指定

乾燥ワクチン 1バイアル（500羽分）中

溶解用液 1バイアル（15mL）中

主 剤

安定剤

鶏胚肝初代細胞培養
弱毒鶏伝染性喉頭気管炎ウイルス
エルティバックス株（シード）

106.7TCID50 以上

水酸化カリウム 0.2mg
L-グルタミン酸 0.5mg
りん酸水素二カリウム 0.9mg
りん酸二水素カリウム 0.4mg
乳糖水和物 150.0mg
NZアミン 150.0mg

安定剤
緩衝剤

着色剤
溶 剤

成 分 分 量

成 分 分 量

塩化ナトリウム 120.00mg
りん酸二水素ナトリウム二水和物 6.75mg
りん酸水素二ナトリウム・12水 37.80mg
フェノールレッド 0.15mg
精製水 残 量

エルティバックス®




